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もうすぐ定刻となりますので、携帯電話はマナーモードにするか電源
をお切りください。 

第１０８回常設審議委員会の定刻となりました。 
それでは、会⾧、ご挨拶をお願いします。 
 
皆さん、こんにちは。 
第１０８回常設審議委員会の定刻となりました。 

 会議に先立ちまして、ご挨拶申し上げます。 
皆様もご承知のとおり、政府は、米の価格高騰を受け、米価の安定化

を図る方針で、今月１０日に備蓄米の放出に向けた初回入札を開始しま
した。全国農業協同組合及び佐賀県農業協同組合も入札に参加したとの
ことでした。 

今月下旬にもスーパーなどの店頭に並ぶ見通しとなっていますが、果
たして価格がどうなるかは、先行きは、依然不明な状況です。 

例年以上の米の価格の高騰は、農家にとりまして、喜ばしいことです
が、これまでの米の単価が安すぎて、農家をやめた人もいるとの指摘も
あり、今後の米づくりを含め、私たち、農家は米価の動向に注視する必
要性があると感じております。 
  

それでは、ただいまから第１０８回常設審議委員会を開催いたします。 
 
まず、本日の出席状況を報告してください。 

 
 本日は、審議委員の総数１９名に対し１４名の出席をいただいており
ます。常設審議委員会運営規程第 11 条で、「委員総数の過半数の出席で
成立」と規定されており、本委員会が成立していることをご報告いたし
ます。 

 
次に、前回の審議案件の結果について、農業会議事務局から報告して

ください。 
 
 （前回の審議案件について、資料１により報告） 
 
 本日の常設審議委員会では、農業委員会からの意見聴取が農地法第４
条２件、農地法第５条２件を議題とします。 

どうか慎重にご審議いただきますようお願いします。 
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また、常設審議委員会運営規程第 17 条に「委員会の発言は、会⾧の許
可を受けてしなければならない。」と規定しておりますので、ご質問等
の際は挙手いただき、私が指名してから簡潔にご発言をお願いします。 
 
 それでは、ただ今から議事に入ります。 
 議事録署名者として、○○市・○○委員と○○市・○○委員にお願い
し、書記は農業会議事務局といたします。 
 
 はじめに、農地法第４条及び農地法第５条の規定による意見聴取に入
ります。 
 一括上程しますので、内容について、各農業委員会事務局から説明を
お願いします。 
 

はじめに、○○農業委員会から説明をお願いします。 
 
（整理番号４－１について、資料に沿って説明） 

 
次に、○○農業委員会から説明をお願いします。 

  
 （整理番号４－２について、資料に沿って説明） 

 
次に、○○農業委員会から説明をお願いします。 

  
（整理番号５－１について、資料に沿って説明） 
 
次に、○○農業委員会から説明をお願いします。 

  
（整理番号５－２について、資料に沿って説明） 

 
 ただいま、農地法第４条関係２件及び農地法第５条関係２件について
説明がありました。 

ここで、案件ごとに審議を行いたいと思います。 
 
はじめに、農地法第４条関係１、○○農業委員会より諮問の ○○○ 

申請の 植林への転用について、ご意見・ご質問等ないでしょうか。 
 

(意見・質問等なし) 
 

ご質問等ないようですので、採決を採りたいと思います。それでは、
異議のない方は挙手をお願いします。 

 
 （全員挙手） 
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全員挙手でありますので、この案件については、「異議なし」として

○○農業委員会会⾧に回答いたします。 
 

次に、農地法第４条関係２、○○農業委員会より諮問の ○○○○ 
申請の ラップロール置場、農業用施設、農業用機械及び駐車場 への
転用について、ご意見・ご質問等ないでしょうか。 

 
○○㎡近くの転用面積の中でラップロール置場が占める割合が広すぎ

ると思われますが、いかがでしょうか。 
 
申請者は牛の繁殖農家で現在成牛○○頭、子牛○○頭を飼育しており、

転用地に新設する牛舎で○○頭以上の生産も計画しており、牛の敷き藁
等への利用を考えれば、ラップロールは必要であり、広すぎることはな
いと考えています。 

 
○○市にも牧場はありますが、生産規模を考えれば広すぎということ

はないと考えられます。 
 
○○町さんには、効率的な利用に努めるよう申請者への指導もお願い

します。 
 
他にご意見のある方はいらっしゃいませんか。 
 
(意見・質問等なし) 

 
ご質問等ないようですので、採決を採りたいと思います。それでは、

異議のない方は挙手をお願いします。 
  

（全員挙手） 
 

 全員挙手でありますので、この案件については、「異議なし」として
○○農業委員会会⾧に回答いたします。 
 

次に、農地法第５条関係１ ○○農業委員会より諮問の ○○○○ 
申請の 岩石採取場の規模拡大 への転用について、ご意見・ご質問等
ないでしょうか。 

 
議案資料の１１ページに開発図面が添付されていますが、先ほどの議

案説明では申請面積○○㎡の内、実際に開発するのは○○㎡ということ
で間違いないですか。 
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地形の形状の関係で、保全区域が必要とされており、実質的に採石場
として開発する面積は○○㎡程度となります。 

 
議案資料の１１ページの青色の部分及び排水路についての補足説明を

お願いします。 
 
青色の部分につきましては、法面の形状を示しております。また排水

路につきましては沈砂池を作り流入させる計画となっており、この先、
全体的に２０年以上をかけて開発される計画です。 

 
他にご意見のある方はいらっしゃいませんか。 
 
(意見・質問等なし) 

 
ご質問等ないようですので、採決を採りたいと思います。それでは、

異議のない方は挙手をお願いします。 
  

（全員挙手） 
  

全員挙手でありますので、この案件については、「異議なし」として
○○農業委員会会⾧に回答いたします。 
 

次に、農地法第５条関係２、○○農業委員会より諮問の ○○○○ 
申請の 特定建築条件付売買予定地 への転用について、ご意見・ご質
問等ないでしょうか。 

 
(意見・質問等なし) 

 
ご質問等ないようですので、採決を採りたいと思います。それでは、

異議のない方は挙手をお願いします。 
  

（全員挙手） 
  

全員挙手でありますので、この案件については、「異議なし」として
○○農業委員会会⾧に回答いたします。 
 

以上、本日意見を求められた 農地法第４条関係２件、農地法第５条
関係２件につきましては、各市農業委員会会⾧に、「異議なし」として
回答します。 
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続きまして、「令和６年度全国農業新聞普及状況、農業者年金新規加
入状況」(資料２)について、農業会議事務局から説明をお願いします。 
 
 (資料２)の詳細にわたって、内容説明。 
 
 

ただいま、事務局から説明がありましたが、皆様方から意見等があれ
ばお願いします。 
 
（新聞代金の値上げによる購読依頼の難しさや対策について質問） 
 
（職員を含めて農業委員・推進委員も本来は購読すべきであろうが、○
○市では、事務局で一部購読しているが、職員に全員購読を強制するの
は難しいと思う。） 

 
全国農業会議所にも委員さんから要望があったことも伝えますが、農

業会議系統の新聞であることも、皆さんにはご理解をしてほしいと申し
上げるのみです。 

 
事務局、他に何かございますか。 
 
特にはございません。 
 
 
委員の皆様、皆様方から意見等ございませんか。 
 
先月事務局から説明がありました、グリーン環境税の配分について、

国にももっと働きかけをしてほしいと思います。 
 
機会があるごとに、今後も働きかけは続けていきたいと考えていま

す。 
 
「農業委員のコンプライアンス」というチラシが配布されてきました

が、これに対しての考え方は一律ではないと思えますが、農業会議から
委員に対して説明はしてもらえますか。 

 
今回は○○市からの注文があり配布したもので、他の市町からは注文

があっておりません。農業委員さんの改選等があればその都度、購入を
お願いしていますが、もし説明の依頼があれば、全国農業会議と同じス
タンスになろうかと思いますが、我々佐賀県農業会議から内容の説明に
まいりたいと思います。 

 



6 
 

会⾧ 
 
委員一同 
 
会⾧ 
 
 
 
会⾧ 
 
 
 
 

他にご意見等ございませんか。 
 
(意見・質問等なし) 
 
意見・質問等もないようでございますので、以上をもちまして、 
第１０８回常設審議委員会を終了いたします。 

 皆さま、お疲れさまでした。 
 
次回は 4 月１５日(火)、佐賀総合庁舎にて、開催となりますので、ご

予定をお願いします。 
 

１４時１９分 


